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■岸和田市いのち支える自殺対策計画策定経過 

平成 30 年 8 月 16 日 岸和田市いのちをつなぐ絆ネットワーク会議 

・自殺対策計画策定について、策定方法の説明。 

・岸和田市自殺対策計画策定ワーキングチーム会議の開催

についての説明。 

平成 30 年 8 月 28 日 

～9 月 28 日 

岸和田市自殺対策計画策定における棚卸し作業の実施 

・庁内各部署へ、各課が実施している事業に自殺対策の視

点を加えた事業の実施案を作成するための「自殺対策関連

事業の棚卸し」を実施。 

平成 30 年 10 月 24 日 第１回岸和田市自殺対策計画策定ワーキングチーム会議 

・岸和田市自殺対策計画策定の概要の共有。 

・自殺対策における行政の責務と役割の共有。 

・岸和田市の自殺の現状について統計や実際の業務から分

析を行い、課題を抽出。 

平成 30 年 12 月 21 日 

 

第 2 回岸和田市自殺対策計画策定ワーキングチーム会議 

・岸和田市の自殺の現状と課題にする自殺対策施策の検討。 

平成 31 年３月６日 第 3 回岸和田市自殺対策計画策定ワーキングチーム会議 

・数値目標の設定について検討。 

・計画を推進するために、具体的な実施方法について検討。 

令和元年 9 月 19 日 岸和田市いのちをつなぐ絆ネットワーク会議 

・岸和田市自殺対策計画素案の検討。 

令和 元 年 12 月 20 日 

～令和２年１月 21 日 

パブリックコメントの実施 

・岸和田市自殺対策計画について、市民から広く意見を得

るためにパブリックコメントを実施。 

令和２年 3 月 岸和田市自殺対策計画策定 

 
 

■岸和田市自殺対策計画策定ワーキングチーム会議担当課 
（平成 31 年 3 月） 

 

  部署名  部署名 

1 市長公室広報広聴課 10 子育て応援部子育て給付課 

2 市長公室人事課 11 子育て応援部子育て施設課 

3 市民環境部自治振興課 12 魅力創造部産業政策課 

4 市民環境部人権・男女共同参画課 13 市立岸和田市民病院医療技術局医療福祉相談部 

5 福祉部福祉政策課 14 学校教育部学校教育課 

6 福祉部障害者支援課 15 学校教育部人権教育課 

7 福祉部生活福祉課 16 生涯学習部生涯学習課 

8 保健部介護保険課 17 岸和田市消防本部消防署・警備課 

９ 子育て応援部子育て支援課 18 保健部健康推進課 
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■岸和田市いのちをつなぐ絆ネットワーク会議設置要領 

岸和田市いのちをつなぐ絆ネットワーク会議設置要領 

 

（設置目的） 

第１条 市民のかけがえのない命を救うことに主眼をおいて、自殺にいたる精神(疾患)障

害等の早期発見と専門家における早期治療、相談へ繋ぐこと、広く市民一般への自殺予

防対策や心の健康づくりについての啓発事業、自殺未遂者への事後支援などを行うため、

関係機関相互の連携や情報交換、情報の共有化を図り、自殺予防対策を総合的かつ効果

的に推進することを目的として、岸和田市いのちをつなぐ絆ネットワーク会議（以下「ネ

ットワーク会議」）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 ネットワーク会議は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項を実施、検

討するものとする。 

（１）自殺予防、心の健康づくりについての知識の普及啓発事業に関すること。 

 （２）希死念慮、自殺念慮者の早期発見、治療、相談機関へ繋ぐためのゲートキーパー

の研修に関すること。 

 （３）希死念慮、企図者の問題解決支援に関すること。 

（４）自殺予防対策に係る関係機関での情報の共有に関すること。 

 （５）自殺予防対策に係る機関の連携に関すること。 

 （６）自死遺族等への支援に関すること。 

 （７）その他に自殺予防対策に関すること 

 

（構成） 

第３条 ネットワーク会議は、別表に掲げる関係機関から推薦された者で組織する。 

２ 前項の規定にかかわらず、協議内容等により必要な者のみをもって構成することがで

きる。 

３ 第１項の規定に係らずその他市長が必要と認める者を参加させることができる。 

 

（会議） 

第４条 会議は、必要に応じて事務局が招集する。 

２ 関係機関は、必要に応じ会議の招集を事務局に依頼することができる。 

 

（秘密の保持） 

第５条 ネットワーク会議の出席者は、会議を通じて知り得た個人の秘密を他に漏らして

はならない。その活動から退いた後も同様とする。 
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（事務局） 

第６条 ネットワーク会議の事務局は、岸和田市保健部健康推進課に置く。 

 

（その他） 

第７条 この要領に定めるものの他、ネットワーク会議について必要な事項は、構成者が

その都度協議して決める。 

 

附則 

この要領は、平成 23年４月１日から実施する。 

附則 

この要領は、平成 29年４月１日から実施する。 

附則 

この要領は、令和元年５月１日から実施する。 

 

別表（第３条関係） 

岸和田市 

 保健部健康推進課 

保健部介護保険課 

 福祉部福祉政策課 

福祉部生活福祉課 

福祉部障害者支援課 

総合政策部広報広聴課（市民相談室） 

総務部人事課 

市民環境部自治振興課 

市民環境部自治振興課（消費生活ｾﾝﾀｰ） 

市民環境部人権・男女共同参画課 

市民環境部人権・男女共同参画課（男女共同参画ｾﾝﾀｰ） 

子育て応援部子育て支援課 

子育て応援部子育て給付課 

子育て応援部子育て施設課 

魅力創造部産業政策課 

学校教育部学校教育課 

学校教育部人権教育課 

生涯学習部生涯学習課 

市立岸和田市民病院 

岸和田市消防本部 

 

岸和田市医師会 

岸和田市歯科医師会 

岸和田市薬剤師会 

大阪府岸和田警察署 

大阪府岸和田子ども家庭センター 

大阪府岸和田保健所 

岸和田市民生委員児童委員協議会 

岸和田市社会福祉協議会 

岸和田市地域包括支援センター社協 

岸和田市地域包括支援センター いなば荘北部 

岸和田市地域包括支援センター いなば荘牛滝の谷  

岸和田市地域包括支援センター 萬寿園中部 

岸和田市地域包括支援センター 萬寿園葛城の谷 

岸和田市地域包括支援センター 社協久米田 

相談室きしわだ 

地域活動支援センターかけはし 

相談センター社協 のだ 
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■岸和田市いのち支える自殺対策推進本部設置要綱 

岸和田市いのち支える自殺対策推進本部設置要綱 

 

（設置目的） 

第１条 自殺対策基本法（平成 18 年法律第 85 号）に基づき、岸和田市における自殺対策

を総合的かつ効果的に推進するため、岸和田市いのち支える自殺対策推進本部（以下「本

部」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 本部の所掌事務は次のとおりとする。 

（１）自殺対策の推進に係る計画の策定及び進捗管理に関すること。 

 （２）自殺対策に関する情報の収集及び連絡に関すること。 

 （３）自殺対策に関する施策の調整及び推進に関すること。 

（４）その他自殺対策の総合的な推進に関すること。 

 

（組織） 

第３条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は市長の職にある者を、副本部長は副市長、教育長の職にある者をもって充て

る。 

３ 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。 

 

（本部長及び副本部長） 

第４条 本部長は、本部を総括し、本部を代表する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職

務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。 

２ 本部員は、本部長の許可を受け、委員以外の者を代理出席させることができる。 

３ 本部長は、必要があると認めるときは、委員会以外の者の出席を求め、意見又は説明

を聴くことができる。 

 

（庶務） 

第６条 本部の庶務は、保健部健康推進課において処理する。 
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（補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関して必要な事項は本部長が定める。 

 

（附則） 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

別表（第３条関係） 

 

 

 

 

 

総合政策部長 

総務部長 

財務部長 

市民環境部長 

危機管理部長 

福祉部長 

保健部長 

子育て応援部長 

魅力創造部長 

まちづくり推進部長 

建設部長 

公営競技事業所長 

市民病院事務局長 

会計管理者 

上下水道局長 

市議会事務局長 

教育総務部長 

学校教育部長 

生涯学習部長 

選挙管理委員会事務局・監査事務局長 

消防本部消防長 
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■「悩んだ時の相談窓口」カード 
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■誰でもゲートキーパー手帳（第２版：平成 24 年３月作成厚生労働省） 
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最終頁 

岸和田市いのち支える自殺対策計画 
～誰も自殺に追い込まれることのない岸和田を目指して～ 
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